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第６回 伊万里市農業委員会会議 

 

 

１．日  時   令和４年６月３日（金） 

開会 午後３時００分 

閉会 午後４時００分 

 

２．場  所   市役所 大会議室 

 

３．出  席   １４名 

 

４．欠  席    ０名 

 

議席 氏  名 出席 議席 氏  名 出席 

１ 山口 友三郎 ○ ８ 前田 勉 ○ 

２ 池田 良一 ○ ９ 山口 光壽 ○ 

３ 鶴田 裕幸 ○ １０ 渕上 幸雄 ○ 

４ 吉村 幸夫 ○ １１ 松永 久美子 ○ 

５ 梅村 幸臣 ○ １２ 相良 安夫 ○ 

６ 力武 正光 ○ １３ 堤 正樹 〇 

７ 西山 哲 ○ １４ 副島 敏和 ○ 

 

 

議事録署名者   ２番  池田 良一   

 

 １２番  相良 安夫   

 

 

 

 

 



2 

５．事務局職員 

職名 氏 名 職名 氏 名 

事務局長 松尾 貞裕 農地係長 末吉 亜紀 

書 記 前田 真理子   

 

６．その他出席者 

なし 

 

７．付議事項 

議案第２７号 農地法第５条の申請について         ４件 

議案第２８号 農地法第４条の申請について         ２件 

議案第２９号 農地法第３条の申請について         ４件 

議案第３０号 

農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事業］ 

について  利用権設定 通年        ３件 

      中間管理事業（集積計画一括方式）３件 

公社からの買受         １件 

議案第３１号 
令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

について                  １件 

 

８．報告事項 

報告第１１号 
農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断に

ついて                 ４３２件 

 

９．連絡事項 

なし 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは。 

（挨拶） 

それでは、ただいまより第６回農業委員会会議を開会します。 

本日の欠席者はいません。 

 

次に、議事録署名人の御依頼を申し上げます。 

今回は２番 池田 良一委員、１２番 相良 安夫委員です。 

事務局で作成する議事録が完成次第御署名をお願いします。 

 

本日の議案数は、５つです。 

議案第２７号  農地法第５条の申請について      ４件 

議案第２８号  農地法第４条の申請について      ２件 

議案第２９号  農地法第３条の申請について      ４件 

議案第３０号  農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事業］について 

利用権設定 通年          ３件 

農地中間管理事業         ３件 

公社からの買受          １件 

議案第３１号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価につ

いて                             １件 

 

また、報告事項は、１つです。 

報告第１１号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否か 

の判断について             ４３２件 

 

となっております。 

それでは、議事に入ります。 

議案第２７号 農地法第５条の申請について、事務局から説明をお願いしま

す。 

事務局 

 

 

 

 

 

議案第２７号 ２６番について御説明します。 

議案は１ページになります。 

図面は１１ページから１７ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇地区です。 

借受人が一般住宅を建設するための申請です。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地区分は第 1種農地。 

許可基準としましては、住宅、その他申請に係る土地の周辺の地域において居

住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるも

のに該当します。 

 

続きまして、議案は１ページ、２７番になります。 

図面は１８ページから２３ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇地区です。 

譲受人が自動車整備工場を建設するための申請です。 

なお、許可を受けずに転用していたとして始末書が添付されています。 

 

農地区分は第１種農地。 

許可基準としましては、住宅、その他申請に係る土地の周辺の地域において居

住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるも

のに該当します。 

 

続きまして、議案は１ページ、２８番になります。 

図面は２４ページから２９ページになります。 

 

申請地は、○○○○地区です。 

譲受人が一般住宅を建設するための申請です。 

 

農地区分は第１種農地。 

許可基準としましては、住宅、その他申請に係る土地の周辺の地域において居

住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるも

のに該当します。 

 

続きまして、議案は２ページ、２９番になります。 

図面は３０ページから３８ページになります。 

 

申請地は、○○○○区です。 

譲受人が集合住宅を建設するための申請です。 

農地区分は第３種農地。 
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事務局 許可基準としましては、許可し得るに該当します。 

 

議案第２７号 については以上４件です。 

議長 はい。ありがとうございました。 

それでは２６番について担当委員から説明をお願いします。 

担当委員 子供さんが新しく家を建てるということで、今住んでいるところのちょっと前

に建てるということです。 

現地の方を見ましたけども、特に問題はありませんでした。 

以上です。 

議長 ありがとうございました。 

２６番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、２７番について担当委員から説明をお願

いします。 

担当委員 これはもう早くから違反建築でですね。本人も知っていましたので、度々どう

にかするように言っていました。この度県からも指摘があったようで、農転し

ますということです。別に転用してまわりに迷惑かけるようなことではありま

せんでした。以上です。 

議長 ありがとうございました。 

２７番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、２８番について担当委員から説明をお願

いします。 

担当委員 １年以上前に印鑑をもらいにこられたところです。 

ここは、上下水道ありますので、問題ないと思います。 

御審議よろしくお願いします。 

議長 

 

 

 

ありがとうございました。 

２８番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、２９番について担当委員から説明をお願

いします。 

担当委員 ○○○○がアパートを２棟建てたいということでの申請です。両隣りの同意

書、区長さん、生産組合長さんの印鑑もありましたので、私も承諾しました。

旧道沿いに下水も通っていますので、特に問題ないと思われます。以上です。 
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議長 ありがとうございました。 

２９番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、農地法第５条の申請４件については承認を戴きました

ので、許可相当として意見を付して県へ進達します。 

 

続きまして、議案第２８号 農地法第４条の申請について事務局から説明をお

願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２８号 について説明します。 

 

議案は３ページ、１３番になります。 

図面は１ページから３ページになります。 

 

申請地は、○○○○地区です。 

申請人が乗入口及び駐車場を設置するための申請です。 

 

なお、許可を受けずに転用していたとして始末書が添付されています。 

 

農地区分は第２種農地。 

許可基準としましては、周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し

得るに該当します。 

 

続きまして、議案は３ページ、１４番になります。 

図面は４ページから１０ページになります。 

 

申請地は、〇〇〇〇地区です。 

申請人が一般住宅を建設するための申請です。 

農地区分は第２種農地。 

許可基準としましては、周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し

得るに該当します。 

 

議案第２８号 については以上２件です。 

議長 はい。ありがとうございました。 

１３番について担当委員から説明をお願いします。 
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担当委員 家の周りは全部自分の土地なんですね。そこに駐車場をやっておられて、他の

家にも何も迷惑かからない状態でした。御審議よろしくお願いします。 

議長 ありがとうございました。１３番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、１４番について担当委員から説明をお願

いします。 

担当委員 今の場所に家を作ろうかなということでしたが、道の下で道路が狭くて許可が

下りなかったということです。それで上に土地があるので、そこに家を作りた

いと相談がありました。別に問題ないようでしたので、承諾しました。御審議

よろしくお願いします。 

議長 ありがとうございました。 

１４番について御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、農地法第４条の申請２件について承認を戴きましたの

で、許可相当として意見を付して県へ進達します。 

 

続きまして、議案第２９号 農地法第３条の申請について事務局から説明をお

願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

議案第２９号 ４件について御説明いたします。 

 

議案は４ページになります。 

申請事由や経営状況を掲げております。 

全て農地法第３条第２項の各号には該当しないため、全部効率利用要件、農作

業常時従事要件、下限面積要件、地域との調和要件を満たしております。 

 

議案第２９号 については以上４件です。 

議長 議案第２９号 について議案の４ページを見ていただき、御意見、御質問があ

りましたらお願いします。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、議案第２９号 農地法第３条の申請については許可と

いたします。 

 

続きまして、議案第３０号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]

の利用権設定の通年３件について説明をお願いします。 



8 

事務局 議案第３０号 利用権設定の通年について御説明します。 

 

議案の５ページに明細書を、６ページから７ページに農用地利用集積計画書を

掲げております。 

借受人が３名、貸付人が３名で、面積は田が６，１６０㎡、畑が３，７８１㎡

です。利用目的、利用権設定期間、借賃などは明細書に記載しているとおりで

す。 

 

議案第３０号 利用権設定の通年については以上です。 

議長 議案第３０号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事業］の利用権設

定の通年について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、議案第３０号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強

化促進事業］の利用権設定の通年については申し出のとおりに決定します。 

 

続きまして、議案第３０号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]

農地中間管理事業（集積計画一括方式）について事務局から説明をお願いしま

す。 

事務局 

 

 

 

議案第３０号 農地中間管理事業について御説明いたします。 

 

議案の８ページに明細書を、９ページか１1 ページに農用地利用集積計画書を

掲げております。 

貸付人から公社、公社から借受人への利用権設定となっています。 

面積は田が１０，１３８㎡、貸付人２名、借受人３名となっております。利用

目的、利用権設定期間、借賃などは明細書に記載しているとおりです。 

 

議案第３０号 農地中間管理事業については以上３件です。 

議長 

 

 

 

 

 

 

議案第３０号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]農地中間管

理事業（集積計画一括方式）３件について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、議案第３０号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強

化促進事業]農地中間管理事業（集積計画一括方式）３件については申し出の

とおりに決定します。 
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議長 続きまして、議案第３０号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業] 

公社からの買受について事務局より説明をお願いします。 

事務局 議案第３０号 公社からの買受について、御説明します。 

 

議案の１２ページに明細書を、１３ページに農用地利用集積計画書を掲げてお

ります。 

こちらは５月の委員会で農業公社への売渡を決定した件について、今回、農業

公社から買受する内容です。 

田が１筆、面積１，０６２㎡となっております。 

 

議案第３０号 公社からの買受については以上です 

議長 農用地利用集積計画［農業経営基盤強化促進事業］公社からの買受について、

御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、議案第３０号 農用地利用集積計画［農業経営基盤強

化促進事業］公社からの買受については申し出のとおりに決定します。 

 

続きまして、議案第３１号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価について説明をお願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３１号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価につ

いて御説明します。議案は１４ページからになります。 

 

これは、昨年６月に掲げた令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画に

対しての点検・評価になります。 

 

議案１４ページです。これは、 

 Ⅰ 農業委員会の状況、令和３年４月１日現在の数値です。 

１５ページをご覧ください。 

Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化です。 

２ の目標及び実績についてです。 

集積目標を１，１１５ha としておりましたが、実績が１，０３６ha で、達成

状況は９２．９%となりました。うち新規実績は、３４．３haでした。 

３ 目標の達成に向けた活動実績ですが、農業委員さん、農地利用最適化推進

委員さんで取り組み、地域ごとに情報を共有し、担い手への農地集積に努めま
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した。また、毎月、推進委員が利用権の終期通知の配布を行い再設定等の推進

を行っていただきました。 

４ の目標及び活動に対する評価です。 

目標に対する評価としては、目標値には届きませんでした。活動に対する評価

は、担い手の高齢化や親元就農や法人就農以外の新規就農者がいなかったこと

などから担い手への集積が進みませんでした。また、中間管理事業については

制度の利用促進に向けた活動を今後も続けていく必要があります。 

 

１６ページをご覧ください。 

Ⅲ 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進です。 

２ の目標及び実績についてです。参入目標を２経営体としておりましたが、

参入実績はありませんでした。 

３ 活動実績は、毎月１回普及センターで開催されている就農相談会に出席

し、就農希望に沿った情報の提供を行いました。 

４ の目標及び活動に対する評価です。目標に対する評価は、就農相談会での

相談者が親元就農や法人就農が多く、新規参入には繋がりませんでした。活動

に対しては今後も新規参入者を掘り起こすため、関係機関と協力して情報発信

を行っていく必要があります。 

 

１７ページをご覧ください。 

Ⅳ 遊休農地に関する措置に関する評価です。 

２ の目標及び実績です。 

遊休農地の解消目標を３．０haとしておりましたが、農地利用状況調査等によ

り実績は２．５haで、達成状況は８３．３％でした。 

３ 活動実績をご覧ください。昨年８月から９月に農業委員、農地利用最適化

推進委員と行いました農地パトロールで確認した遊休農地のうち、１５７筆、

１１．７ha の農地に対して利用意向調査を行い解消となるよう努めておりま

す。 

４ 目標及び活動に対する評価です。 

目標に対する評価は、農業者の減少や耕作条件が悪く耕作再開が難しい農地が

多く、目標を達成することができませんでした。 

活動に対しては、活動計画に基づき順調に活動することができました。今後も

遊休農地解消にむけた活動を継続していく必要があります。 
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事務局 １８ページをご覧ください。 Ⅴ 違反転用への適正な対応です。 

２ 実績です。 

令和４年４月現在、違反転用を把握し県に報告しているものが１件、０．２ha

あります。昨年度からの継続案件です。 

３ 活動実績及び評価ですが、 

利用状況調査や転用相談の中で違反転用を発見した時は速やかに是正のため

の適切な指導を行い、許可権者による追認許可をうけ違反転用の解消を図りま

した。 

評価としては、農地法の規制対象となることを知らない場合が多く、違反転用

につながる恐れもあるため、今後もより一層の周知を図り違反転用を未然に防

いでいく必要があります。 

 

１９ページからの Ⅵ 農地法等によりその権限に属された事務に関する点

検 及び２１ページの Ⅶ 地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内

容、Ⅷ 事務の実施状況の公表等については、令和３年度に処理した件数等を

記載しておりますので、ご確認をお願いします。 

 

以上、令和３年度の活動の点検・評価についてです。 

議案第３１号 についての説明は以上です。 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３１号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価につ

いて御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特にないようですので、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価については決定いたしました。 

議案についての審議は以上となりますので、続きまして報告事項に移ります。 

 

報告第１１号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断につい

て事務局より報告をお願いします。 

事務局 

 

 

 

 

報告第１１号 について御説明いたします。 

議案は、２２ページから３７ページになります。 

 

昨年８月から９月にかけて実施しました農地パトロールにおいて、荒廃して耕

作することが困難な農地については非農地判断をしていただきました。 
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事務局 非農地判断をした対象地４４６筆の所有者に対して、令和４年４月１８日付け

で「非農地判断にかかる事前のお知らせ」を行い、所有者の意向確認を行いま

した。 

その結果、今後農地として復旧し管理するなどの連絡があった農地が 17 筆あ

りました。 

 

連絡がなかった４２９筆３０１，４６１．５㎡と５月１６日までに非農地の相

談があった３筆２，０５８㎡の計４３２筆３０３，５１９.５㎡について、所

有者等に対して「非農地通知」を発送します。 

 

報告第１１号 についての説明は以上です。 

議長 報告第１１号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断につい

て、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、これで報告事項を終了します。 

これで第６回農業委員会会議を閉会します。 

 ＜＜＜議事終了＞＞＞ 

 

 


